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令和６年度介護報酬改定説明会（ｅラーニングシステム）開催について

平素より大田区介護保険事業に関し、御理解・御協力を賜り誠にありがとうございます。
さて、今回の説明会につきましては、昨今のデジタル化の推進や新型コロナウイルス感染症等の感染予
防などを鑑み、会場開催ではなく、ｅラーニングシステムを利用したオンライン開催といたしました。事
業者様の中には、不都合である場合もあるかとは存じますが、何卒ご容赦いただきたく存じます。なお、
報酬改定に関する質問につきましては、別添の「質問票」に御記入の上、給付担当までＦＡＸかメールで
お問い合わせください。
また、今回のオンライン開催についてのアンケートを行っております。今後の開催についての参考とさ
せていただきますので、ご回答いただけると幸いです。
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全サービス共通改定事項

１ 人員配置基準における両立支援への配慮

「常勤」の計算に当たり、職員が育児・介護休業法等による育児・介護等の短時間勤務制度を
利用する場合に加えて、「治療と仕事の両立ガイドライン」に沿って事業者が設ける短時間勤
務制度等を利用する場合にも、週３０時間以上の勤務で「常勤」として取り扱うことを認める。

「常勤換算方法」の計算に当たり、職員が「治療と仕事の両立ガイドライン」に沿って事業者
が設ける短時間勤務制度等を利用する場合、週３０時間以上の勤務で常勤換算での計算上も
「１」（常勤）と取り扱うことを認める。
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全サービス共通改定事項

２ 管理者の責務及び兼務範囲の明確化等

提供する介護サービスの質を担保しつつ、介護サービス事業所を効率的に運営する観点から、
管理者の責務について、利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象を適時かつ適切に把握
しながら、職員及び業務の一元的な管理・指揮命令を行うことである旨を明確化した上で、管
理者が兼務できる事業所の範囲について、管理者がその責務を果たせる場合には、同一敷地内
における他の事業所、施設等ではなくても差し支えない旨を明確化する。

３ 「書面掲示」規制の見直し
運営基準省令上、事業所の運営規程の概要等の重要事項等については、原則として事業所内

での「書面掲示」を求めている一方、備え付けの書面（紙ファイル等）又は、電磁的記録の供
覧により、書面による壁面等への掲示を代替できる規定になっているところ、「書面掲示」に
加え、インターネット上で情報の閲覧が完結するよう、介護サービス事業者は、原則として重
要事項等の情報をウェブサイト（法人のホームページ等又は情報講評システム上）に掲載・公
表しなければならないこととする。

※ 令和７年４月１日から義務化されます。


